
申請に来られた建築主・企業の方へ 

 

東京都台東区集合住宅の建築及び管理に関する条例（平成 17年 3月 23日条例第 3号）に基づ

く「入居者の町会への加入に関する協力」として、新規入居者の町会加入について町会長等

と事前協議をして頂くことになりますので、次の関係書類をお渡しします。 

 

各書類の概要 

① 集合住宅の建築及び管理に関する条例に基づく町会加入に関する申請書兼管理表  

⇒必要事項を記入の上、区民課区民係までご提出下さい。町会情報をこちらで記入の上、控

えをお渡しします。 

※申請内容は事前に町会へ通知されます。 

 

② 集合住宅建設概要 （町会に提出するもの） 

⇒必要事項を記載し、町会へ建設概要を伝えて下さい。協議者側が作成した資料等も併せて

提出することは可能ですが、こちらの書類も必ず町会へ提出して下さい。 

 

③ 町会との協議内容確認書 （協議者・町会双方で保管し、区民係にも提出） 

⇒町会と協議を行った際、ご使用ください。協議実施ごとに記入及びコピーをして、町会と

協議者の双方で保管して下さい。また、協議終了ごとに区民課区民係へご提出下さい。（Ｆ

ＡＸでも可） 

 

④ 町会等への加入に関する協力事項報告書 （区民係に提出するもの） 

⇒町会長との協議の最終結果を記入の上、直接又は郵送（郵送の場合は要返信用封筒）又は

FAXにて区民課区民係までご提出下さい。 

竣工前までにご提出下さい。 

※ご提出された報告書については、写しを町会へ提供いたします。 

 ※覚書等、書面で取り交わしたものがある場合、報告書と一緒にご提出下さい。 

 

町会加入リーフレット（見本） 

⇒見本として１部お渡しします。入居者説明会等で使用する場合には、希望枚数をお渡しし

ますので、事前にご連絡の上、区民課区民係までお越し下さい。 

以上５点をお渡しします。 

ご不明な点等ございましたら、下記までご連絡下さい。 

 

台東区区民部区民課区民係 

台東区東上野４－５－６区役所３階③窓口 

ＴＥＬ：０３－５２４６－１１２２ ＦＡＸ：０３－５２４６－１１２９ 

住宅課へ提出する近隣住民への説明報告書等と
混同されての提出・報告忘れにご注意下さい。 



流れ【フローチャート】 
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案件申請（①申請書兼管理表） 

 

建築確認申請（区役所 5階担当課へ提出） 

（）） 

） 
町会加入についての協議(協議が複数回に渡る場合) 

（③協議内容確認書） 

 

・引き続き、協議を継続する場合は、同様に協議内容確認書

に記入、コピーし協議者と町会双方で保管 

協議者、町会間における協議終了→覚書の締結等 

町会等への加入に関する④協力事項報告書提出 

（窓口へ持参・郵送（要返信用封筒）・ＦＡＸ） 

協
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情報提供がなされた日を区民課との協議年月日として下さい。 

「④協力事項報告書」をご提出いただいて終了となります。 

町会情報提供 

③協議内容確認書提出（郵送・ＦＡＸでも可） 

③協議内容確認書提出（郵送・ＦＡＸでも可） 

建設概要を伝える 

（②住宅建設概要） 

町会加入についての協議(1回目) 

（③協議内容確認書） 

・建築確認までに第 1 回の町会と協議を行うこと（町会の都合による延期等

の場合は除く） 

・協議後は協議内容確認書に記入、コピーし、協議者と町会双方で保管 

 

kai 

※協議の際は、町会加入・町会費等についてお話し

合いができる方が出席するようにして下さい。 

※申請内容は事前に町会へ通知されます。 

竣工前まで 


